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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）

分野 ２．保健・医療の推進 ６．保健・医療の推進

基本的な
考え方

　障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービ
ス、医学的リハビリテーション等を受けることができるよ
う、提供体制の充実を図ります。
　特に、医療的ケアを必要とする障害のある人や、難病患
者に関する施策を推進します。
　また、精神障害のある人が地域の一員として安心して自
分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害のある
人への医療の提供・支援を可能な限り地域において行いま
す。
　加えて、入院中の精神障害のある人の早期退院及び地域
移行を推進し、いわゆる社会的入院の解消を進め、地域へ
の円滑な移行・定着が進むよう切れ目のない退院後の支援
に関する取組みを行います。

　精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ
う、精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行う。また、入院
中の精神障害者の早期退院及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院の解消
を進める。また、精神障害者の地域への円滑な移行・定着が進むよう、切れ目のな
い退院後の支援に関する取組を行う。
　障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域
医療体制等の充実を図る。
　また、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品等の開発を促進するととも
に、最新の知見や技術を活用し、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関す
る研究開発を推進する。さらに、質の高い医療サービスに対するニーズに応えるた
め、ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進する。
　あわせて、保健・医療人材の育成・確保や、難病に関する保健・医療施策、障害の
原因となる疾病等の予防・治療に関する施策を着実に進める。〔６：基本的考え方〕

施策の方向性 （１） 精神保健・医療の適切な提供等

2-(1)-1
市民のここ
ろの健康づ
くり

　学校、職域及び地域における精神保健相談の充実等、市
民のこころの健康づくりを推進します。

精神保
健・地域
移行推進
課

　学校、職域及び地域における精神保健相談の充実等、市
民のこころの健康づくりを推進します。

　学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の
充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においては
こどもの心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタ
ルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センター
で心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の
機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。［6-(1)-2］

精神保
健・地域
移行推進
課

精神保健
福祉セン
ター

2-(1)-2
精神科医療
体制の充実

　精神科医療機関とその他の医療機関や精神保健行政機関
との連携を促進し、地域における適切な精神医療提供体制
の充実や相談機能の向上を推進します。
　また、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要
とする人を医療機関へ繋ぎ、迅速かつ適切な医療を提供す
るため、精神科救急医療体制の充実を図ります。

　専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携
を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立す
るなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進す
る。［6-(1)-1-ア］

　居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援（地域移行支援・地域定着
支援）、自立生活援助の提供体制の整備を図る。［6-(1)-1-ウ］

　令和４(2022)年６月に取りまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医
療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院
中の患者の権利擁護等の観点から、研修を受講した第三者により病院を訪問して
行う相談支援の仕組みを都道府県等の事業として構築する。［6-(1)-6］

（現行）北九州市障害者計画
（平成３０年度～令和５年度）

　障害のある人が身近な地域において、保健・医療サービス、医学的リ
ハビリテーション等を受けることができるよう、提供体制の充実を図り
ます。
　特に、医療的ケアを必要とする障害のある人や、難病患者に関する施
策を推進します。

　精神科医療機関とその他の医療機関や精神保健行政機関
との連携を促進し、地域における適切な精神医療提供体制
の充実や相談機能の向上を推進します。
　また、精神疾患の急発・急変により速やかな医療を必要
とする人を医療機関へ繋ぎ、迅速かつ適切な医療を提供す
るとともに、入院中の精神障害のある人の権利擁護に関す
る取組みを推進し、精神科救急医療体制の充実を図りま
す。

分野２（1/6）
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

2-(1)-3

精神疾患の
予防と早期
発見・早期
対応

　精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、
うつやアルコール等依存症の問題等に取り組み、その重症
化を防ぎ、自殺に傾く人を減らす対策を行います。

精神保健
福祉セン
ター

　精神疾患の予防と早期発見・早期対応を行うとともに、
うつやアルコール等依存症の問題等に取り組み、その重症
化を防ぎ、自殺に傾く人を減らす対策を行います。

2-(1)-4

精神障害の
ある人を支
える人材の
育成

　精神障害のある人の地域移行の取り組み等を担う保健
師、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材の育成
や連携体制の構築等を図ります。

精神保
健・地域
移行推進
課

　精神障害のある人の地域移行の取り組み等を担う保健
師、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材の育成
や連携体制の構築等を図ります。

　精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公
認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。［6-(1)-1-エ］

精神保
健・地域
移行推進
課

精神保健
福祉セン
ター

2-(1)-6
精神障害者
支援地域協
議会の開催

　地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の
情報の共有等を検討するために精神障害者支援地域協議会
を開催します。

精神保
健・地域
移行推進
課

　地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の
情報の共有等を検討するために、地域の関係者による協議
の場を設けます。

　精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進める
とともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機関の選択に資する
よう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。［6-(1)-5］

施策の方向性 （２） 保健・医療の充実等

地域医療
課

健康推進
課

医務薬務
課

2-(2)-2

市立総合療
育センター
とかかりつ
け医の連携
推進

　障害児療育の拠点である市立総合療育センターの機能充
実を図るとともに、市立総合療育センターとかかりつけ医
の役割分担・情報共有の仕組みづくりを進めます。

障害者支
援課

　障害児療育の拠点である市立総合療育センターの機能充
実を図るとともに、市立総合療育センターとかかりつけ医
の役割分担・情報共有の仕組みづくりを進めます。

　障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域
医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の
予防及びその対応に留意する。［6-(2)-1］

2-(2)-3

医療的ケア
が必要な子
どもの支援
の推進

　医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるよ
うに、保健・医療・障害福祉・保育等の関係機関が連携を
図るための取り組みを推進します。
　また、医療的ケアが必要な子どもを受け入れる社会資源
の確保に努めます。

障害者支
援課

　医療的ケアが必要な子ども及びその家族を支援するた
め、医療的ケア児コーディネーターを配置して、相談対応
等を行うとともに、医療的ケアが必要な子どもが適切な支
援を受けられるように、保健・医療・障害福祉・保育等の
関係機関が連携を図るための取り組みを推進します。
　また、医療的ケアが必要な子どもを受け入れる社会資源
の確保に努めます。

　医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）に
基づき、医療的ケアが必要な障害児等に対して、医療的ケア児支援センターが、相
談に応じ、情報の提供や助言その他の支援、関係機関等への情報提供及び研修の
実施等を推進する。また、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・
医療・福祉・教育等の関係機関の連携促進に努める。［7-(4)-5］

2-(1)-5
精神医療審
査会等の適
正な運営

　精神医療における人権の確保を図るため、精神保健福祉
法の趣旨に即して、精神医療審査会等の適切な運営に努め
ます。

　精神医療における人権の確保を図るため、精神保健福祉
法の趣旨に即して、精神医療審査会の適切な運営に努めま
す。
　また、精神科病院の適正な運営を確保することを目的
に、精神科病院に対して実地指導を行います。

　様々な障害について、高齢化等による障害の重度化・重
複化の予防及びその対応に留意するとともに、障害のある
人が身近な地域の医療機関を円滑に利用できるよう、医師
会等の協力を得てかかりつけ医の普及啓発を図ります。

2-(2)-1
地域のかか
りつけ医等
の普及

　様々な障害について、高齢化等による障害の重度化・重
複化の予防及びその対応に留意するとともに、障害のある
人が身近な地域の医療機関を円滑に利用できるよう、医師
会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、かかりつけ医、
かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師（薬局）の普及啓発
を図ります。

分野２（2/6）
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）
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2-(2)-4
口腔の健康
の保持と増
進

　障害のある人の歯科検診、歯科治療受診の利便性の向上
のため、北九州市口腔保健推進会議での意見等を参考に、
市歯科医師会や市立総合療育センター歯科等関係機関と連
携し、口腔の健康の保持・増進を図る取り組みの検討を進
めます。

健康推進
課

　北九州市歯科医師会や市立総合療育センター等と連携
し、定期的な歯科検診や歯科治療を受けることが困難な障
害のある人に対して、歯科疾患の予防等による口腔の健康
の保持・増進を図ります。

　定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に
対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとと
もに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組
を促進する。［6-(2)-6］

障害者支
援課

精神保
健・地域
移行推進
課

子育て支
援課

ー ー ー ー

　優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するた
め、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合
機構のＲＳ戦略相談の活用等を推進する。［6-(3)-1］

　最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・病態の解
明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療について、多くの
障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。
［6-(3)-2］

　脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関する新た
な診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進め
る。［6-(3)-3］

　障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術の開発を推
進する。［6-(3)-4］

　質の高いサービスに対するニーズに応えるため、ＡＩ（人工知能）やＩＣＴ、ロボット
技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進するとともに、障害者の生活
や自立を支援する機器の開発を支援する。［6-(3)-5］

施策の方向性 （３） 保健・医療を支える人材の育成・確保

精神保
健・地域
移行推進
課

精神保健
福祉セン
ター

　障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立
した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費（自立支援
医療費）の助成を行う。［6-(2)-2］

　障害の重度化を抑制するとともに、経済的負担を軽減す
るため、自立した日常生活又は社会生活を営むうえで必要
な医療について、自立支援医療(育成医療、更生医療、精神
通院医療)、重度障害者医療、特定医療（指定難病）等の医
療費の助成を行います。
　また、対象となる市民が制度を円滑に利用できるよう、
患者団体や医療機関に対し、制度の普及に努めるととも
に、市政だよりやウェブサイト等により広く周知を図りま
す。

2-(2)-5
医療費助成
の普及

　障害の重度化を抑制するとともに、経済的負担を軽減す
るため、自立した日常生活又は社会生活を営むうえで必要
な医療について、自立支援医療(育成医療、更生医療、精神
通院医療)、重度障害者医療、特定医療（指定難病）等の医
療費の助成を行います。
　また、対象となる市民が制度を円滑に利用できるよう、
患者団体や医療機関に対し、制度の普及に努めるととも
に、市政だよりやウェブサイト等により広く周知を図りま
す。

　地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を
図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行わ
れるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者及び教育関係者間の連携を図る。［6-
(4)-3］

2-(3)-1

保健・医療
を支える職
員の資質向
上

　市民の健康相談等を行う保健所、区役所等の職員の資質
の向上を図るとともに、障害のある人にとって必要な福祉
サービス等の情報提供が速やかに行われるよう、保健・医
療・障害福祉事業従事者間の連携を図ります。

　市民の健康相談等を行う区役所等の職員の資質の向上を
図るとともに、障害のある人にとって必要な福祉サービス
等の情報提供が速やかに行われるよう、保健・医療・障害
福祉事業従事者及び教育関係者間の連携を図ります。

分野２（3/6）
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番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）
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（平成３０年度～令和５年度）

精神保
健・地域
移行推進
課

地域リハ
ビリテー
ション推
進課

精神保健
福祉セン
ター

地域リハ
ビリテー
ション推
進課

施策の方向性 （４） 難病に関する保健・医療施策の推進

難病相談
支援セン
ター

子育て支
援課

　骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリテーション
による機能の維持、回復が期待される障害について、適切な評価、病院から地域等
への一貫したリハビリテーションの確保を図る。［6-(2)-4］

　障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの
提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等
の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図
る。［6-(2)-5］

2-(3)-2

医療従事者
に対する障
害と障害の
ある人や子
どもの専門
的知識の普
及

　障害のある人や子どもの保健・医療を支える医師や保健
師、看護師等に対して、障害に係る専門的な知識や障害福
祉の制度等の知識の周知を図ります。
　また、医療機関において障害のある子どもに対応する方
法、円滑な診療を妨げる行為が生じた場合の対処方法等の
研修の充実を図ります。

　医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医療や総合
的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、「社会モデル」の考え方を踏ま
え障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対
象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。［6-(4)-1］

　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者につ
いて、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。［6-(4)-
2］

2-(3)-3

保健・医療
等関係者の
地域ネット
ワークづく
りや人材育
成

　障害のある人や高齢者等が自らの決定に基づいて、身近
な地域で安全にいきいきとした生活を送ることができるよ
う、保健・医療・福祉・介護の関係者のネットワークづく
りや人材育成、地域リハビリテーションの推進等に取り組
みます。

　障害のある人や子どもの保健・医療を支える医師や保健
師、看護師等に対して、障害に係る専門的な知識や障害福
祉の制度等の知識の周知を図ります。
　また、医療機関において障害のある子どもに対応する方
法、円滑な診療を妨げる行為が生じた場合の対処方法等の
研修の充実を図ります。

　高齢者や障害のある人等が、住み慣れた地域で、安全に
いきいきとした生活を送ることができるよう、保健・医
療・福祉・介護の関係者が多職種間における連携の仕方や
支援技術を学べる研修会等の実施及び関係者による区単位
でのネットワークの構築に取り組みます。

2-(4)-1
難病患者の
医療費助成
等

　難病に関する医療の普及を図るとともに、難病患者の医
療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。
　また、小児慢性特定疾病児童等についても、その家庭の
医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。

難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を
図るため、医療費助成を行う。［6-(5)-3］

長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがある疾病で
あって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その
疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行
う。［6-(5)-4］

　難病に関する医療の普及を図るとともに、難病患者の医
療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。
　また、小児慢性特定疾病児童等についても、その家庭の
医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。

分野２（4/6）



（次期）北九州市障害者計画　基本的な施策一覧 資料５

番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

難病相談
支援セン
ター

子育て支
援課

ー ー ー ー
　難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発を推進す
るとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療
水準の向上を図るため、幅広い難病の研究を推進する。［6-(5)-1］

施策の方向性 （５） 障害の原因となる疾病等の予防・早期発見

健康推進
課

子育て支
援課

2-(4)-2
難病患者等
の在宅療養
の支援推進

　難病患者等に対し、総合的な相談や支援を行うととも
に、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した
療養生活の確保と難病患者等及びその家族の生活の質の向
上を図ります。

　難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとと
もに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病
患者及びその家族の生活の質の向上を図る。［6-(5)-2］

　難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病
患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難
病患者支援対策を実施するため、各種相談支援事業やピアサポート等を行う難病
相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な
関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・
支援や地域交流活動の促進などを行う。［6-(5)-5］

　小児慢性特定疾病児童等においては、幼少期から慢性的な疾病にかかってお
り、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を
行う上での自立が阻害されているため、地域の実情に応じた相談支援等の充実に
より社会生活への自立の促進を図る取組を行う。［6-(5)-6］

　難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援
法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特
性（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮した円滑な事務が実施されるよう、
理解と協力の促進を図る。［6-(5)-7］［7-(5)-8：再掲］

　小児慢性特定疾病児童等を含めた難病患者等に対し、総
合的な相談や支援を行うとともに、在宅療養上の適切な支
援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者
等及びその家族の生活の質の向上を図ります。

2-(5)-1

各種健康診
断の普及と
関係機関の
連携推進

　妊婦健診、乳幼児健診、保健指導の適切な実施、周産期
医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機
会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を
図ります。
　また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知
見と経験を有する医療・障害福祉の各関係機関が緊密な連
携を取り、適切な支援を行います。

　妊産婦・乳幼児・児童に対する健診及び保健指導、新生児聴覚スクリーニング等
の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会
の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る。また、障害の早期発
見と早期の発達支援を図るため、診断、治療および発達支援の知見と経験を有す
る医療・福祉の専門職の確保を図る。［6-(6)-1］

　妊産婦・乳幼児に対する健診及び保健指導、新生児聴覚
スクリーニング等の適切な実施、周産期医療・小児医療体
制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、
疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図ります。
　また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知
見と経験を有する医療・障害福祉の各関係機関が緊密な連
携を取り、適切な支援を行います。

分野２（5/6）



（次期）北九州市障害者計画　基本的な施策一覧 資料５

番号 所管課
（次期）北九州市障害者計画（案）

（令和６年度～１０年度）
内閣府第５次障害者基本計画

（令和５年度～９年度）
（現行）北九州市障害者計画

（平成３０年度～令和５年度）

2-(5)-2
周産期医療
体制の充実

　周産期医療対策においては、ハイリスク母体・胎児及び
新生児等にわたる課題に対応するため、妊娠、出産から新
生児に至る総合的な周産期医療体制の充実を図ります。

地域医療
課

　周産期医療対策においては、ハイリスク母体・胎児及び
新生児等にわたる課題に対応するため、妊娠、出産から新
生児に至る総合的な周産期医療体制の充実を図ります。

地域医療
課

医務薬務
課

2-(5)-4

北九州市健
康づくり推
進プランの
普及

　生活習慣病の早期発見、発症予防と重症化予防につい
て、「北九州市健康づくり推進プラン」等に基づき推進し
ます。

健康推進
課

　「北九州市健康づくり推進プラン」に基づき、生活習慣
病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防
するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健
康の増進、健康診査・保健指導の実施等に取り組みます。

　生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、
栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活
習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施
等に取り組む。［6-(6)-2］

　疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域におけ
る医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、精神保健福祉セン
ター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれら
の連携を促進する。［6-(6)-3］

2-(5)-3

地域・在宅
での医療の
提供体制の
充実

　疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療
機関、身近な地域における医療機関及び在宅での医療の提
供体制の充実を図るとともに、関係機関の連携を促進しま
す。

　疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療
機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療
の提供体制の充実を図るとともに、関係機関の連携を促進
します。

分野２（6/6）


